
 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給与支払報告書システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 個人町民県税を賦課するため（地方税法ほか） 

記録項目 
個人番号、住所、氏名、生年月日、収入金額、 

所得金額、社会保険料等、勤務先、扶養人数等 

記録範囲 
地方税法第317条の第６項給与支払報告書等の提出義

務対象者 

記録情報の収集方法 
地方税法第317条の第６項により各会社等から提出さ

れる 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  ☐ 含まない 

記録情報の経常的提供先 法律に則り請求を求められた機関等に提供 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軽自動車システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車税を賦課するため（地方税法第443条） 

所有者等特定するため 

記録項目 
住所、氏名、生年月日、車台番号、車名、排気量 

電話番号、標識番号、届出者住所、届出者氏名 

記録範囲 
定置場が湯河原町の軽自動車及び原動機付自転車、 

小型特殊自動車等の新規、廃車、変更 

記録情報の収集方法 
道路運送車両法により所持している者は登録しなけ

ればならない。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  ☐ 含まない 

記録情報の経常的提供先 法律に則り請求を求められた機関等に提供 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 申告受付システム（町申告含む） 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 個人町県民税を賦課するため（地方税法ほか） 

記録項目 
個人番号、世帯主名、続柄、住所、氏名、生年月日 

電話番号、収入金額、所得金額、社会保険料等 

記録範囲 各年１月１日現在 湯河原町に住所がある方 

記録情報の収集方法 申告によるもの（地方税法第45条の２、317条の２） 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  ☐ 含まない 

記録情報の経常的提供先 法律に則り請求を求められた機関等に提供 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000003 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産（家屋）評価のために使用する。 

記録項目 １所有者氏名、２所在地、３資産状況 

記録範囲 湯河原町内に家屋を所有する者 

記録情報の収集方法 所有者等、神奈川県建築指導課、法務局 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000004 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 固定資産税システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 

地方税法第380条に基づき、固定資産の状況及び固定

資産税・都市計画税の課税標準である固定資産の価格

を明らかにするために電磁的記録にて備え付けた固

定資産課税台帳を、固定資産税・都市計画税の賦課課

税や証明発行に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４土地、家屋及び償却

資産の評価額等の固定資産税・都市計画税の賦課課税

に係る内容。 

記録範囲 地方税法第343条に基づく固定資産の所有者 

記録情報の収集方法 

登記簿、所有者、使用者（所有者の存在が不明である

場合）からの登録申請、地方税法第20条の11に基づく

調査、同法353条に基づく質問検査 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 
小田原県税事務所 不動産取得税課 

小田原税務署  

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000005 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 土地評価システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産（土地）評価のために使用する。 

記録項目 
１所在、２義務者氏名、３義務者住所、４登記情報、

５現況情報、６土地評価情報 

記録範囲 湯河原町内土地所有者 

記録情報の収集方法 法務局からの所有権移転通知等による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000006 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 口座管理システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 町税等の口座振替を管理するため 

記録項目 
１.氏名 ２.性別 ３.生年月日 ４.住所 ５.電話

番号 ６.科目 ７.口座情報 ８.国籍 

記録範囲 口座振替登録者 

記録情報の収集方法 納付義務者等から提出された届書又はWeb申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000007 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 町税口座振替納付推進事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 

口座振替制度での納付を推進することにより、納税者

の納付手続の簡素化及び利便性の向上並びに収納事

務の効率化を図ることを目的として、口座振替での納

付を行っている納税者に対し湯河原町内有料観光施

設等招待券を交付するため 

記録項目 
１. 氏名 ２.住所 ３.口座情報 ４.納管人送付先 

５.滞納状況 

記録範囲 口座振替対象者（滞納者を除く） 

記録情報の収集方法 
統合宛名システム・住民税システム・固定資産税シス

テム・口座管理システム・滞納整理システムとの連携 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000008 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 収納消込システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 

町税等の収納状況管理、督促状の発送、口座不能通知

の発送、過誤納金の処理、税諸証明の発行及び統計出

力等を行うため 

記録項目 

１.氏名 ２.性別 ３.生年月日 ４.住所 ５.電話

番号 ６.世帯状況 ７.科目 ８.通知書番号 ９.

課税情報 10.納付情報 11.口座情報 12.督促処理

情報 13.過誤納処理情報 14.口座振替処理情報 

15.延滞金情報 

記録範囲 納付義務者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、課税情報、金融機関、収納代行業者 

指定納付受託者 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 地方税共同機構、軽自動車検査協会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000009 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 滞納整理システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納者の情報管理及び滞納整理を行うため 

記録項目 

１.氏名 ２.性別 ３.生年月日 ４.性別 ５.住所

６.電話番号 ７.世帯状況 ８.科目 ９.通知書番

号 10.滞納状況 11.課税状況 12.納付状況 13.

滞納処分情報 14.滞納者の財産情報 15.口座情報 

16.納付履歴 17.誓約 18.交渉経過記録等 

記録範囲 納付義務者 

記録情報の収集方法 収納消込システムとの連携、折衝、財産等調査 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 納付勧奨業務委託業者 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】23-01-000010 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 臨時運行情報システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 臨時運行の内容確認のため 

記録項目 
使用車住所、氏名、電話番号、仮ナンバー番号 

許可番号、使用許可期間、許可経路、 

記録範囲 臨時運行申請者 

記録情報の収集方法 道路運送車両法第35条から必要がある者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 法律に則り請求を求められた機関等に提供 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-02-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定滞納者一覧 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を

欠く者に対し、行政サービス等を制限するため 

記録項目 １.氏名 ２.生年月日 ３.住所 

記録範囲 納付義務者 

記録情報の収集方法 滞納整理システム、収納消込システム 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】23-02-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宿泊税特別徴収義務者 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 宿泊税特別徴収義務者管理のために使用 

記録項目 
経営者氏名、住所、電話番号、宿泊施設名称、 

宿泊施設住所、宿泊施設電話番号 

記録範囲 湯河原町内に宿泊施設を所有する者 

記録情報の収集方法 所有者等、神奈川県保健福祉事務所 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-02-000003 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 入湯税特別徴収義務者 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

税務収納課 

個人情報ファイルの利用目的 入湯税特別徴収義務者管理のために使用 

記録項目 
経営者氏名、住所、電話番号、鉱泉浴場施設名称、 

鉱泉浴場施設住所、鉱泉浴場施設電話番号 

記録範囲 湯河原町内に鉱泉浴場施設を所有する者 

記録情報の収集方法 所有者等、神奈川県保健福祉事務所 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】23-02-000004 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 


